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(57)【要約】
　本発明は、パッシブマトリックス式多点接触タッチセ
ンサ（１）のための分析用電子回路であって、このマト
リックスの２つの軸の一方に電力を供給する電気供給手
段と、このマトリックスの他方の軸による電気的特性を
、これら２つの軸の交点において検出する手段と、を有
し、測定される電気的特性が交替に容量と抵抗であるこ
とを特徴とする分析用電子回路に関する。本発明は、マ
トリックスの２つの軸の一方に電力を供給する電気供給
手段と、このマトリックスの他方の軸による電気的特性
を、これら２つの軸の交点において検出する手段とを有
し、このような分析用電子回路をさらに有するパッシブ
マトリックス式多点接触タッチセンサ（１）にも関する
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パッシブマトリックス式多点接触タッチセンサのための分析用電子回路であって、
　前記マトリックスの２つの軸の一方に電力を供給する手段と、
　前記マトリックスの他方の軸による電気的特性を、前記２つの軸の交点において検出す
る手段と、を有し、
　前記電気的特性として容量と抵抗とが交替で測定されることを特徴とする分析用電子回
路。
【請求項２】
　測定される前記電気的特性の交替が周期的であることを特徴とする、請求項１に記載の
分析用電子回路。
【請求項３】
　測定される前記電気的特性の交替が各走査サイクルで実行されることを特徴とする、請
求項２に記載の分析用電子回路。
【請求項４】
　測定される前記電気的特性の交替が、少なくとも１つのアーチファクトの検出を条件と
することを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の分析用電子回路。
【請求項５】
　測定される前記電気的特性が、少なくとも１つのアーチファクトが検出された場合には
前記抵抗であることを特徴とする、請求項４に記載の分析用電子回路。
【請求項６】
　測定される前記電気的特性の測定の交替が、命令信号の受信を条件とすることを特徴と
する、請求項１～５のいずれか１項に記載の分析用電子回路。
【請求項７】
　測定される前記電気的特性が、前記センサの各走査段階において前記抵抗であり、
　接触が接触領域で検出された場合には、追加の容量測定が前記領域全体に対して実行さ
れ、前記接触の性質が明らかにされることを特徴とする、請求項１に記載の分析用電子回
路。
【請求項８】
　接触手段が指であるとき、測定される前記電気的特性が、前記センサの各走査段階にお
いて前記抵抗であり、１つの走査段階で接触が接触領域で検出され前記１つの走査段階の
後の走査段階ではこれ以上検出されない場合には、追加の容量測定が前記領域全体に対し
て実行されて指が引き続き近くに存在する可能性を決定することを特徴とする、請求項１
に記載の分析用電子回路。
【請求項９】
　測定される前記電気的特性が、前記センサの各走査段階において前記容量であり、グラ
フィックオブジェクトの内側にある接触領域で接触が検出された場合には、追加の抵抗測
定が前記グラフィックオブジェクト全体で実行されて前記接触によって前記グラフィック
オブジェクトに及ぼされる力を決定することを特徴とする、請求項１に記載の分析用電子
回路。
【請求項１０】
　マトリックスの２つの軸の一方に電力を供給する電気的手段と、
　前記マトリックスの他方の軸による電気的特性を、前記２つの軸の交点において検出す
る手段と、を有し、
　請求項１～９のいずれか１項に記載の分析用電子回路をさらに有するパッシブマトリッ
クス式多点接触タッチセンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パッシブマトリックス式多点接触タッチセンサのための容量／抵抗交替測定
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式分析用電子回路に関する。
【０００２】
　本発明は、パッシブマトリックス式多点接触タッチセンサの分野に関する。
【背景技術】
【０００３】
　このタイプのセンサは、好ましくはグラフィックインターフェイスを通じてある装置を
制御することを目的として、センサ表面における複数の指の位置、圧力、サイズ、形状、
移動を同時に取得する手段を有する。
【０００４】
　このセンサは、パーソナルコンピュータ（ラップトップまたはデスクトップ）、携帯電
話、自動窓口（銀行、店頭、切符売場）、ゲーム機のコンソール、携帯式マルチメディア
リーダ（ディジタル再生プレイヤ）、オーディオビジュアル装置または家電製品のコント
ローラ、工業生産装置のコントローラ、ＧＰＳナビゲータなどのためのインターフェイス
として利用できる。
【０００５】
　従来技術では、透明な多点接触タッチセンサが知られている。このセンサは、互いに平
行ではない２つの網を有する触覚相互作用面で構成されている。それぞれの網は、一般に
、互いに平行なラインの集合で構成されている。これらの網は、その両者間に複数のノー
ドを規定している。そのノードの位置は、一方の網と他方の網の交点を投影した位置であ
る。これらのノードには、対応する接触領域上の存在に応じて情報を供給する物理的測定
手段が設けられている。
【０００６】
　このセンサにより、複数の接触領域の状態を同時に知ることができる。各ノードに対し
て行なう測定は、対象とするノードに関係する網の２つの要素の端子における電圧または
容量の測定に対応する。各網を順番に迅速に走査し、センサの画像を１秒に複数回作成す
る。
【０００７】
　適切な応答時間を保証するには、指の動きを最大で２０ミリ秒の遅延時間で測定できな
ければならない。
【０００８】
　従来技術では、仏国特許発明第２，８６６，７２６号の中に１つの解決法が記載されて
おり、多点接触タッチディスプレイ上で仮想グラフィックオブジェクトを操作することに
よる制御装置に照準が当てられている。
【０００９】
　この装置は、センサからデータをサンプリング周波数１００Ｈｚで取得して分析するこ
とのできる分析用電子回路をさらに有する。このセンサは複数の領域に分割することがで
き、これらの領域に対して並列処理を実行する。このセンサは、複数の導線からなるマト
リックスを有する。このマトリックスは、２つの軸の一方に電力を供給する手段と、他方
の軸上の電気的特性を、これら２つの軸の交点において検出する手段と、を有する。
【００１０】
　実際に測定される電気的特性として、抵抗または容量が可能である。そこでそれぞれ抵
抗式センサまたは容量式センサについて話すことにする。
【００１１】
　電気的特性として抵抗と容量の中から１つを選択する場合にはいろいろな欠点が生じる
ため、採用される解決法はさまざまな用途に適合できない。より詳細には、容量の測定は
指（または容量式センサに特有の他の物体）の接触に限定されるが、接触に対する優れた
感度が得られる。さらに指がセンサに物理的に接触する前に、指の存在を検出することが
できる。抵抗の測定は感度が劣るが、接触するあらゆるタイプの物体、指、スタイレット
、すなわちセンサの表面と接触するあらゆる物体に対処している。
【００１２】
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　これら２つの電気的特性のうちのどちらか一方を選択すると、十分な感度を有するパッ
シブマトリックス式多点接触タッチセンサと同時に、様々な接触要素が使用可能なパネル
を得ることは不可能である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の目的は、透明なパッシブマトリックス式多点接触タッチセンサのための分析用
電子回路を提供してこの欠点をなくすことである。この分析用電子回路は、容量と抵抗の
測定を実現できる。このような分析用電子回路を有する多点接触タッチセンサは、あらゆ
る状況で最適かつ完全な情報を供給することができる。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　この目的において、本発明では、パッシブマトリックス式多点接触タッチセンサのため
の分析用電子回路であって、このマトリックスの２つの軸の一方に電力を供給する電気的
手段と、このマトリックスの他方の軸による電気的特性を、これら２つの軸の交点におい
て検出する手段と、を有し、電気的特性として容量と抵抗とが交替で測定されることを特
徴とする分析用電子回路を提案する。
【００１５】
　本発明の特定の実施態様によれば、
　－測定される電気的特性の交替は周期的であり、
　－測定される電気的特性の交替は各走査サイクルで実行される。
【００１６】
　このような分析用電子回路を有する多点接触タッチセンサは、容量測定の利点、すなわ
ちセンサと必ずしも物理的に接触しなくても指が近づくのを検出できるほど感度が高いと
いう利点を有する。これは接触が予想されるということであり、したがってより繊細であ
る。このセンサは、抵抗測定の利点、すなわちどのような接触用具を用いるのであれ、測
定された信号に信頼性があるという利点も有する。
【００１７】
　本発明の別の特定の実施態様によれば、
　－測定される電気的特性の交替は、少なくとも１つのアーチファクトの検出を条件とし
、
　－測定される電気的特性は、少なくとも１つのアーチファクトが検出された場合には抵
抗である。
【００１８】
　このような分析用電子回路を有する多点接触タッチセンサは、規則的に発生する可能性
のあるアーチファクトの出現という問題をすべて回避できるという利点を有する。このよ
うな場合、行なわれる測定は抵抗の測定であり、抵抗の測定と比べて測定される情報の信
頼性がより大きい。したがってこのセンサは、状況に応じ、可能な限り最良の接触情報を
供給することができる。
【００１９】
　本発明の特定の一実施態様によれば、電気的特性の測定の交替は、命令信号の受信を条
件とする。
【００２０】
　このような分析用電子回路を有する多点接触タッチセンサは、例えば利用者の接触用具
のタイプに合わせることができるという利点を有する。実際には、指以外の接触用具（例
えばスタイレット）を用いた測定の場合、抵抗を測定することが好ましい。指を用いた測
定の場合には、容量測定によって最適な情報が供給される。
【００２１】
　したがって利用者が例えばスタイレットを利用する場合には、利用者は、多点接触タッ
チセンサに情報を伝える命令信号をアクティブにし、このセンサが抵抗測定モードに従っ
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て動作するようにする。利用者が逆に指を用いる場合には、いかなる信号も伝えられず、
多点接触タッチセンサは抵抗測定モードに従って動作することになる。
【００２２】
　本発明の別の特定の一実施態様によれば、測定される電気的特性は、センサの各走査段
階において抵抗である。接触が接触領域で検出された場合には、追加の容量測定がその領
域全体に対して実行され、その接触の性質が明らかにされる。したがって接触が指（また
は手のそれ以外の任意の部分）によるものであるか、他の物体（例えばスタイレット）に
よるものであるかを同定できる。実際、指または手のそれ以外の部分の場合、測定される
容量は、センサの基準容量とは異なるであろう。逆にスタイレットの場合、測定される容
量は変化しないであろう。したがってこの実施態様に従うと、新しいカーソルごとに、接
触のタイプに合わせて特定の識別子を付随させることができる（図面参照）。この技術に
より、特に、接触手段に応じて特定の処理法則をグラフィックオブジェクトに関連させる
ことができる。
【００２３】
　本発明の別の特定の一実施態様によれば、接触手段が指であるとき、測定される電気的
特性は、センサの各走査段階において抵抗である。１つの走査段階で接触が接触領域で検
出され、しかもその後の走査段階ではこれ以上検出されない場合には、追加の容量測定が
その領域全体に対して実行されて指がその後も引き続き近くに存在する可能性を決定する
。
【００２４】
　本発明の別の特定の一実施態様によれば、測定される電気的特性は、センサの各走査段
階において容量である。グラフィックオブジェクトの内側にある接触領域で接触が検出さ
れた場合には、追加の測定がそのグラフィックオブジェクト全体で実行され、その接触に
よってそのグラフィックオブジェクトに及ぼされる力を決定する。このようにすると、例
えば接触が意図的なものである場合またはそうでない場合に、その接触を有効または無効
と見なすことができる。実際、この技術のおかげで軽い接触を区別することができる。
【００２５】
　本発明は、マトリックスの２つの軸の一方に電力を供給する電気的手段と、このマトリ
ックスの他方の軸による電気的特性を、これら２つの軸の交点において検出する手段とを
有し、上記のいずれかの実施態様による分析用電子回路をさらに有するパッシブマトリッ
クス式多点接触タッチセンサにも関する。
【００２６】
　したがってこのようなセンサは３つの動作モード、すなわち周期モード、アーチファク
トの検出を条件とするモードおよび命令信号の受信を条件とするモードを持ち、それぞれ
の動作モードには異なる利点がある。
【００２７】
　これら３つのモードは、各モードの利点を生かせるように組み合わせることができる。
それぞれの場合にモード間で優先度が確立される。より詳細には、命令信号の受信を条件
とするモードはアーチファクトの検出を条件とするモードよりも優先させることができ、
アーチファクトの検出を条件とするモードは周期モードよりも優先させることができる。
【００２８】
　本発明は、添付の図面に記載した例示としての非限定的実施例に関する詳細な説明を読
めばよく理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】パッシブマトリックス式多点接触タッチディスプレイの図である。
【図２】接触センサ全体でデータを取得する処理のフローチャートであり、この処理は、
本発明の電子回路によって実現される。
【図３】データを分析する処理のフローチャートであり、この処理は本発明の電子回路に
よって実現される。
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【図４】本発明の第１の実施態様に従う電子回路によって実現される取得と分析の処理の
フローチャートであり、この処理には、容量／抵抗の周期的交替が含まれる。
【図５】本発明の第２の実施態様に従う電子回路によって実現される取得と分析の処理の
フローチャートであり、この処理には、発生しうるアーチファクトの検出を条件とする容
量／抵抗の交替が含まれる。
【図６】本発明の第３の実施態様に従う電子回路によって実現される取得と分析の処理の
フローチャートであり、この処理には、命令信号の受信を条件とする容量／抵抗の交替が
含まれる。
【図７】本発明の第４の実施態様に従う電子回路によって実現される取得と分析の処理の
フローチャートであり、この処理には、命令信号の受信を条件とする容量／抵抗の交替が
含まれる。
【図８】本発明の第４の実施態様に従う処理で接触の検出に関するタイミング図である。
【図９】本発明の第４の実施態様に従う処理の間に接触があったときのタッチスクリーン
の概略図である。
【図１０】本発明の第５の実施態様に従う電子回路によって実現される取得と分析の処理
のフローチャートであり、この処理には、命令信号の受信を条件とする容量／抵抗の交替
が含まれる。
【図１１】本発明の第５の実施態様に従う処理で接触の検出に関するタイミング図である
。
【図１２】本発明の第５の実施態様に従う処理の間に接触があったときのタッチスクリー
ンの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本発明による分析用電子回路は、パッシブマトリックス式多点接触タッチセンサに組み
込まれることを目的とする。
【００３１】
　図１は、電子タッチ装置の図であり、
　－マトリックス式タッチセンサ１と、
　－スクリーン２と、
　－センサインターフェイス３と、
　－主プロセッサ４と、
　－グラフィック用プロセッサ５と、を有する。
【００３２】
　このタッチ装置の第１の基本要素は、センサインターフェイス３を用いた取得（多点接
触操作）のために必要なタッチセンサ１である。センサインターフェイス３は、取得と分
析のための電子回路を有する。
【００３３】
　このタッチセンサ１はマトリックス式である。このセンサは、データ取得の高速化のた
め、場合によっては複数の部分に分割して各部分を同時にスキャンすることができる。
【００３４】
　センサインターフェイス３からのデータは、フィルタリングされた後、主プロセッサ４
に送られる。主プロセッサ４は、スクリーン２に表示して操作するグラフィックオブジェ
クトにセンサのデータを関連付けることのできるローカルプログラムを実行する。
【００３５】
　また、主プロセッサ４は、スクリーン２に表示するデータをグラフィックインターフェ
イス５に送る。このグラフィックインターフェイスはさらに、グラフィック用プロセッサ
で制御することができる。
【００３６】
　タッチセンサは以下のように制御される。第１の走査段階では一方の網のラインに順番
に電力を供給し、第２の網の各ラインで応答を検出する。その応答に従って、状態が休止
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状態と比べて変化したノードに対応する接触領域を決定する。状態が変化した隣接するノ
ードの一つまたは複数の集合を決定する。隣接したこのようなノードの１つの集合が、１
つの接触領域を規定する。ノードのこの集合を元にして、本発明の意味でカーソルと名づ
ける位置情報を計算する。アクティブでない領域によって隔てられたノードの集合が複数
ある場合には、同じ走査段階の間に互いに独立な複数のカーソルを決定する。
【００３７】
　この情報は、新しい走査段階を通じて周期的にリフレッシュされる。
【００３８】
　カーソルは、連続した走査の間に得られた情報に基づいて作成され、追跡され、消去さ
れる。カーソルは、例えば接触領域の重心を求める関数によって計算される。
【００３９】
　一般的な原理は、タッチセンサ上で検出された領域と同数のカーソルを作成し、その時
間変化を追跡するというものである。利用者が自分の指をセンサから引っ込めると、付随
するカーソルが消去される。このようにして、タッチセンサ上にある複数の指の位置と時
間変化を同時に捉えることができる。
【００４０】
　実際に測定される電気特性として、抵抗または容量が可能である。
【００４１】
　ある行がある列と接触してセンサ１上の１つの接触点を決定したか否かを知りたいとき
には、マトリックスの各ノードの端子における電気的特性（電圧、容量、インダクタンス
）を測定する。
【００４２】
　主プロセッサ４は、センサのデータを、操作のために表示スクリーン２に表示されるグ
ラフィックオブジェクトと関連づけることのできるプログラムを実行する。
【００４３】
　図２は、この電子回路によって実現されて、列を電力供給軸とし、行を検出軸としてタ
ッチセンサ全体でデータを取得する処理１１のフローチャートを表わしている。このセン
サは、Ｍ行Ｎ列を有する。
【００４４】
　この処理は、マトリックス式センサ１の各ノードの状態を決定する機能、すなわちその
ノードがアクティブであるか否かを決定する機能を有する。
【００４５】
　この処理は、“電圧”行列のあらゆるノードの測定に対応する。この行列は、各点（Ｉ
，Ｊ）に、第Ｉ行と第Ｊ列の交点の端子で測定された電圧の値を含む行列［Ｎ，Ｍ］であ
る（ただし１≦Ｉ≦Ｎかつ１≦Ｊ≦Ｍ）。この行列により、所定の瞬間におけるマトリッ
クス式センサ１の各点の状態を与えることができる。
【００４６】
　データを取得する処理１１は、前の取得時に得られたデータの初期化ステップ１２から
始まる。
【００４７】
　列の軸は電力供給軸を構成し、行の軸は検出軸を構成する。本発明の別の一実施態様に
よれば、行の軸が電力供給軸を構成し、列の軸が検出軸を構成する。
【００４８】
　処理１１は、最初に第１列を走査する。この列には例えば５ボルトが供給される。電子
回路は、この列に関し、この列と、第１行～第Ｎ行のそれぞれとの交点における電気的特
性を測定する。
【００４９】
　第Ｎ行の測定が実行されたとき、この処理は次の列に移り、対象となる新しい列と、第
１行～第Ｎ行のそれぞれとの交点における電気的特性の測定を再び開始する。
【００５０】
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　すべての列を走査し終わったとき、マトリックス式センサ（１）の各点の端子における
電圧を測定し終わっている。するとこの処理は終了し、電子回路１０は、得られた“電圧
”行列の分析に進むことができる。
【００５１】
　図３は、従来の電子回路によって実現されたデータを分析する処理２１のフローチャー
トである。
【００５２】
　この処理２１は、以下のステップを実現する一連のアルゴリズムからなる。
　－１回または複数回のフィルタリング２２。
　－各接触領域を取り囲む領域の決定２３。
　－各接触領域の重心の決定２４。
　－接触領域の補間２５。
　－接触領域の軌跡の予測２６。
【００５３】
　分析処理２１が終了すると、ソフトウエアは、電子タッチ装置をリアルタイムでリフレ
ッシュさせるため、その電子タッチ装置の仮想グラフィックオブジェクトに特有の多様な
処理を行なう。データの取得ステップ１１または２１で検出された接触領域を取り囲む領
域も規定される。
【００５４】
　図４は、本発明の第１の実施態様に従う電子回路によって実現される取得と分析の処理
３１のフローチャートである。この処理３１は、容量／抵抗の測定を交替で行なう処理で
あり、この交替は周期的である。
【００５５】
　この実施態様によれば、電子回路は、連続した取得ステップ１１および分析ステップ２
１に対応するステップ３２を実行する。このとき測定される電気的特性は容量である。
【００５６】
　ステップ３２に続けてステップ３３を実施する。このステップ３３は、連続した取得ス
テップ１１および分析ステップ２１に対応しており、今度は抵抗が、測定される電気的特
性である。
【００５７】
　処理３１は、連続したステップ３２とステップ３３を含むループを形成している。した
がってこの処理により、容量と抵抗の中から選択した電気的特性を交替で測定することが
できる。
【００５８】
　この実施態様の別の例では、この処理により、第１のステップ３２をＫ回実施し、次い
で第２のステップ３３をＬ回実施する。ＫとＬは、少なくとも一方が必ず１よりも大きい
整数である。
【００５９】
　リフレッシュ周波数は例えば約１００Ｈｚである。
【００６０】
　図５は、本発明の第２の実施態様に従う電子回路によって実現される取得と分析の処理
４１のフローチャートである。この処理４１は、容量／抵抗の測定を交替で行なう処理で
あり、この交替は、発生しうるアーチファクトの検出を条件とする。
【００６１】
　この実施態様によれば、処理４１はステップ３２とステップ３３を実施する。
【００６２】
　ステップ３２とステップ３３の一方から他方への移行は、ステップ３２とステップ３３
で実施されるそれぞれの分析ステップ２１において発生しうるアーチファクトの検出を条
件とする。
【００６３】
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　電子回路は、ステップ３２またはステップ３３において実施されるステップ２１が終わ
るごとに、各ノードの状態に関するデータを取得して分析を終えたマトリックス式センサ
１の少なくとも一部にアーチファクト型のノイズ現象が存在するか否かを判断する。ステ
ップ３２またはステップ３３の出口でアーチファクトがまったく検出されない場合には、
この処理はループになって同じステップに戻る。アーチファクトが検出された場合には、
この処理は、ステップを交替する。
【００６４】
　例えばアーチファクトがステップ３２の出口で検出されない場合には、この処理はルー
プになってステップ３２に戻るが、アーチファクトが実際に検出された場合には、この処
理はステップ３３に交替する。
【００６５】
　図６は、本発明の第３の実施態様に従う電子回路によって実現される取得と分析の処理
５１のフローチャートである。この処理５１は、容量／抵抗の測定を交替で行なう処理で
あり、この交替は、命令信号の受信を条件とする。
【００６６】
　この実施態様では、この処理はステップ３２とステップ３３を実施する。
【００６７】
　ステップ３２とステップ３３の一方から他方への移行は、命令信号の受信を条件とする
。
【００６８】
　電子回路は、ステップ３２またはステップ３３において実施されるステップ２１が終わ
るごとに、ステップとステップとの間に命令信号を受け取ったか否かを判断する。命令信
号をまったく受け取っていない場合には、この処理はループになって同じステップに戻る
。命令信号を受け取った場合には、この処理はステップを交替する。
【００６９】
　例えば命令信号がステップ３２の出口で受信されなかった場合には、この処理はループ
になってそのステップ３２に戻るが、命令信号が受信された場合には、この処理はステッ
プ３３に交替する。
【００７０】
　このような命令信号は、例えば電子多点接触タッチ装置の利用者が操作することができ
る。実際には、この利用者は、接触用具として指を使う場合にしか容量の測定を利用でき
ない。そうでない場合には、抵抗測定を利用せざるをえない。したがって利用者が例えば
スタイレットを利用する場合、その利用者は、多点接触タッチセンサ１に向けて情報を出
す命令信号をアクティブにし、このセンサが抵抗測定モードで動作するようにする。
【００７１】
　図７～図９に示した第４の実施態様によれば、各走査段階で測定される特性は、センサ
全体における点ごとの抵抗である（ステップ３２）。このようにすると、接触があった場
合のその接触の存在に関する情報が得られる。接触が少なくとも１つの点で検出されると
、測定される特性として、センサが有する複数の点からなるブロックに関して容量が一度
だけ測定される（ステップ３４）。このブロックは、抵抗モードにおける接触の検出（ス
テップ１３）によって作成されたカーソルに対応する。このカーソル（すなわち接触領域
）上でのこの容量の測定（ステップ１４）により、分析（ステップ２１）と推定（ステッ
プ３５）の後、接触の性質に関する情報、すなわち接触手段が指（容量の測定によって検
出される）またはスタイレット（容量の測定によって検出されない）のいずれであるかが
出力される。
【００７２】
　図９（Ａ）と図９（Ｂ）を参照すると、抵抗測定の際に、指を用いた第１の接触８１と
スタイレットを用いた第２の接触８２がタッチスクリーン８０上で検出されている。図９
（Ｃ）と図８のタイミング図からわかるように、次にこれら２つの接触８１および８２が
あった領域に関する容量測定に進む。この測定によって第１の接触８１（指）があった領
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域内の接触を検出できるが、この測定では第２の接触８２（スタイレット）があった領域
に関する検出はない。したがって図９（Ｄ）に示してあるように、これら２種類の接触を
区別することができる。すなわち第１の接触８１は指であり、第２の接触８２はスタイレ
ットであることを区別できる。
【００７３】
　この容量測定は、作成されたカーソル上で一度だけ実行される（図８）。このカーソル
によって構成される接触の性質は、接触が維持される限り変化することは明らかに起こり
えないため、並行して抵抗モードでの走査段階に進む。
【００７４】
　分析用電子回路のこの例により、接触の性質を明らかにしてその性質を考慮の対象にす
ることが可能になる。その性質を考慮の対象にするのは、例えば次の抵抗測定の精度（分
解能はスタイレットに対する方がより優れている必要がある）を調節するため、またはタ
ッチセンサまたはその一部が許容できない性質の接触である場合にその接触を除外するた
めである。
【００７５】
　第４の実施態様と同様の例によれば、指による接触の場合、接触が検出されている間、
各走査段階で、抵抗モードでの測定がセンサ全体で点ごとに行なわれる。この接触に対応
するカーソルの中断が検出された場合には、ブロック単位のカーソル領域での容量測定に
進む。この測定により、中断された接触領域の近くに指が依然として存在しているか否か
を判断できる。指が存在しているというのは、（例えばスクロールするウインドウに対応
するグラフィックオブジェクトを操作する際、）長時間にわたる接触の間に指が予期せず
離れたことを示す。
【００７６】
　したがって分析用電子回路のこの例により、指によって規定されたカーソルの消失が意
図的ではない場合にそのカーソルが消失しないようにできる。
【００７７】
　図１０～図１２に示した第５の実施態様によれば、グラフィックオブジェクトの確実性
に取りかかる。そうするため、各走査段階（ステップ３２）において、確実性を向上させ
る対象のグラフィックオブジェクト上で点ごとに容量測定を実行する。この容量モードに
おいて接触が検出されると、接触のあった接触領域の検出（ステップ１３）に進み、次い
でグラフィックオブジェクト全体に関する抵抗モードでの測定（ステップ１５）に進む。
このようにすると、分析（ステップ２１）後、検出された接触によって及ぼされる力に関
する情報を得ることができる。次に、次の推定（ステップ３５）に進む。すなわちこの力
が閾値を超えなければ接触は不十分であるため、カーソルを作成する接触と見なされない
。そうでない場合には、カーソルが確実に作成される。
【００７８】
　図１２（Ａ）および図１２（Ｂ）を参照すると、容量測定の際に、指を用いた３つの接
触８３（グラフィックオブジェクト９１）と、８４および８５（グラフィックオブジェク
ト９２）がタッチスクリーン８０上で検出されている。図１２（Ｃ）と図１１のタイミン
グ図からわかるように、次に、それぞれの接触領域に関係するグラフィックオブジェクト
９１または９２に関する抵抗測定に進む。この測定により、３つの接触８３、８４および
８５があった領域内での接触を検出することができる。したがって図１２（Ｄ）に示して
あるように、これら３種類の接触は意図的な接触であって偶発的なものではなく、有効と
見なすことができる。逆に、容量測定の際に、例えば軽い接触に対応して別の接触がタッ
チスクリーン８０上に検出されていた場合、抵抗測定の際にはその軽い接触は検出されな
かったため、有効にならなかったであろう。
【００７９】
　この抵抗測定は、作成されたカーソル上で一度だけ実行される（図１１）。このカーソ
ルによって構成される接触の性質は、接触が維持される限り変化することが明らかに起こ
りえないため、並行して容量モードでの走査段階に進む。
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【００８０】
　分析用電子回路のこの例により、接触によるアクティブ化または非アクティブ化が基本
的に重要であるグラフィックオブジェクトにおいて意図しない接触（例えば軽い接触）が
考慮の対象となることを回避できる。
【００８１】
　これまでに説明した実施態様のうちの１つに従う分析用電子回路を組み込んだ多点接触
タッチディスプレイは、容量測定の利点（“タッチ”に対する優れた感度）と抵抗測定の
利点（あらゆるタイプの接触用具に適している）とを併せた利点を持ち、それぞれの欠点
の制約を受けることがない。
【００８２】
　したがってこのような多点接触タッチディスプレイは、あらゆる状況において最適かつ
完全な情報を供給することができる。
【００８３】
　これまでに説明した本発明の実施態様は例として与えたものであり、本発明がこれら実
施態様に限定されることは決してない。当業者であれば、発明の枠組から逸脱することな
く、本発明のさまざまな実施態様を実現することさえできるのは当然である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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